
０１－２７  

　　　知立市ホームページ広告掲載要領  

 

　（趣旨）  

第１条　この要領は、知立市ホームページ（以下「市ホームページ」という。）

に広告を掲載する手続等について、必要な事項を定めるものとする。  

　（定義）  

第２条　この要領において「広告」とは、文字又は画像で表示された情報で、掲

載の承諾を受けた者（以下「広告主」という。）の指定するホームページにリ

ンクするものをいう。  

　（広告の種類）  

第３条　市ホームページに掲載する広告は、バナー広告とする。  

　（広告の位置及び枠数）  

第４条　広告を掲載する位置及び枠数は、市長が別に定める。  

　（広告の規格）  

第５条　広告の規格は、原則として次のとおりとする。  

２　前項と異なる規格については、市長が別に定める。  

　（広告の掲載期間）  

第６条　広告を掲載する期間は、１月を単位とし、広告主が指定することができ

る。ただし、年度を超える期間を指定することはできないものとする。  

　（広告掲載料）  

第７条　広告掲載料は、別表のとおりとする。  

２　前項に定める広告掲載料は、月額とし、掲載期間が１月未満の場合は１月と

して計算する。ただし、毎年４月から翌年３月までの１２月を指定して掲載す

る場合は、年額とする。  

３　広告主は、前項の規定による広告掲載料を市長が指定する期日までに納付し

なければならない。  

　（広告掲載料の返還）  

第８条　既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責に帰さない理由

 大きさ 縦７５ピクセル×横１５０ピクセル
 形式 ＧＩＦ（アニメ不可、透過ＧＩＦ不可）・ＪＰＥＧ・ＰＮＧ
 データ容量 ５ＫＢ以下
 その他 画像のスライス（分割）不可



により、広告掲載が不能となったときは、還付する。  

２　前項の規定により還付する広告掲載料は、掲載を取り消した月以後の納付済

月額の総額とする。  

３　第１項の規定により還付する広告掲載料には、利子は付さない。  

　（広告の募集）  

第９条　広告の募集は、市ホームページ及び広報ちりゅうで行うものとする。  

　（広告掲載の申込み）  

第１０条　市ホームページへの広告掲載希望者は、バナー広告掲載申込書（様式

第１。以下「申込書」という。）に広告案を添えて、市長が指定する期間内に

申し込むものとする。  

２　市長は、必要に応じて、掲載に関する資料の提出を求めることができる。  

　（広告掲載の決定等）  

第１１条　市長は、前条の申込みがあったときは、広告掲載希望者及び広告内容

を審査し、広告掲載の可否を決定するものとする。  

２　前項の審査により適合と認められた広告掲載希望者の数が広告の募集枠数

を超えるときは、継続して掲載する期間が長いものから順次に決定するものと

する。  

３　前項の規定によっても決定しないときは、抽選により決定する。  

４　市長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果並びに掲載内容及び条

件等についてバナー広告掲載決定通知書（様式第２）により広告掲載希望者に

通知するものとする。  

　（広告原稿の作成及び提出）  

第１２条　広告主は、広告原稿を市長が指定する期日までに、市長に提出するも

のとする。  

２　広告原稿は、広告主の責任及び負担において作成するものとする。  

３　市長は、第１項の規定により提出された広告原稿の内容、デザイン又はリン

ク先のホームページ内容等が各種法令に違反する、若しくはそのおそれがある、

又は要綱若しくはこの要領に抵触すると認める場合は、広告主に対し、広告内

容の修正を求めることができる。  

　（広告内容等の変更）  

第１３条　広告主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、バナー広告掲載申

込内容変更届（様式第３）により、速やかに市長に届け出なければならない。 



　(1) 広告を差し替えるとき。  

　(2) リンク先ホームページのアドレスを変更するとき。  

　(3) 前２号に規定するもののほか、申込書又は添付書類の記載内容に変更が  

ったとき。  

　（広告掲載の取消し）  

第１４条　市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告主への催告そ

の他何らの手続をすることなく、広告の掲載を取り消すことができる。  

　(1) 広告主が第７条第３項の期日までに広告掲載料を納付しないとき。  

　(2) 広告主が第１２条第１項の期日までに広告原稿を提出しないとき。  

　(3) 広告主が第１２条第３項の広告内容の修正を行わないとき。  

　(4) その他市ホームページへの広告掲載が適当でないと市長が判断したとき。 

２　前項の規定により広告の掲載を取り消したときは、バナー広告掲載取消通知

書（様式第４）により、当該広告主に通知するものとする。  

　（広告掲載の取下げ）  

第１５条　広告主は、自己都合により、広告の掲載を取り下げることができる。 

２　広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告掲載を取り

下げるときは、書面により市長に申し出なければならない。  

　（協議）  

第１６条　この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、市長と広告

主双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。  

（適用除外）  

第１７条　市が本要領に基づき実施する事業を第三者に委託して実施する場合には、

第４条から前条までの規定は適用しない。 

　（雑則）  

第１８条　この要領に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は、市長が別に

定める。  

　　　附　則  

　この要領は、平成２０年１月１日から施行する。  

附　則  

　この要領は、平成２３年４月１日から施行する。  

附　則  

　この要領は、平成２６年９月１日から施行する。  



附　則  

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。  

附　則  

この要領は、令和３年３月１日から施行する。  

附　則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

 

別表（第７条関係）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
広告の種類 広告掲載料（月額） 広告掲載料（年額）

 
バナー広告 １枠　１０，０００円 １枠　１００，０００円


